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新時代を拓く学びの創造プロジェクト高校生学力向上部会における作成教材等

について

新時代を拓く学びの創造プロジェクト高校生学力向上部会における作成教材等につい

て、別紙のとおり報告します。
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新時代を拓く学びの創造プロジェクト高校生学力向上部会における

作成教材等について

高等学校課

高校生の学力の分析結果等を踏まえ、高校生学力向上部会において指導方法や教材の開発等を実

施しましたので、下記のとおり報告します。

記

１ 学力向上部会の所掌業務

①課題克服対策と授業改善 ②基礎学力定着教材の作成

③専門高校等における取組みの支援 ④その他学力向上に必要な業務

２ 学力向上部会の構成委員

県立高校：副校長１名、教頭４名、各教科教員２９名

教育センター指導主事１名 県教育委員会指導主事８名 合計４３名

３ 高校生学力向上部会の開催状況

（１）普通科分科会総合・専門系分科会

回 期 日 場 所 内 容

１ ８月１７日（水）倉吉体育文化会館 （１）概要説明

（２）各教科データ分析と内容決定

（３）今後の部会日程調整

２ ９月 ８日（木）倉吉体育文化会館 （１）学力分析部会報告

（２）指導方法・教材開発の方針報告

（３）指導方法・教材の開発

３ ９月２０日（火）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

新日本海新聞社日本海ホール

４ １０月 ３日（月）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

５ １０月３１日（月）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

（２）各教科報告・全体会

（２）総合・専門系分科会

回 期 日 場 所 内 容

１ ９月 ８日（木）倉吉体育文化会館 （１）概要説明

（２）学力分析部会報告

（３）各教科データ分析と内容決定

（４）今後の部会日程調整

２ ９月２０日（火）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材開発の方針報告

（２）指導方法・教材の開発

３ １０月 ３日（月）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

（２）指導方法・教材開発の方針報告

４ １０月１８日（火）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

５ １０月３１日（月）倉吉体育文化会館 （１）指導方法・教材の開発

（２）各教科報告・全体会
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４ 課題克服対策・授業改善・基礎学力定着教材

（１）普通科分科会

教科 作 成 物

国 語 思考力を伸ばす現代文の指導事例

日本史 ①テーマ別年表

（外交史・土地制度史・貨幣史・文化史・人物史など）

②旧国名地図

世界史 ①世界史地図

②略図の書き方・基本的事項確認ワークシート

③センター試験過去問題の都市に関するリード文を紹介

地 理 ①世界の国名・県名確認ワークシート

②地図を用いての基本的事項確認ワークシート

数 学 数学的活動を重視した授業を目指す指導事例集（指導案）

物 理 物理基礎、物理の授業の終わり５分程度で利用できる理解度確認のための問題

化 学 概念図（コンセプトマップ）を活用した授業改革の実践例（導入編）

生 物 生物基礎の各単元の概要やつながり示す一覧（生徒作成教材）

英 語 教科書に基づいた演習用教材

（２）総合・専門系分科会

教科 作 成 物

国 語 誰もが学びに参加できる授業／教材づくりの提案

数 学 数学スタンダード（学び直し教材）

英 語 視聴覚教材

５ 共有・活用の方法

各学校へ冊子とＣＤを配布するとともに、庁内ＬＡＮノーツデータベースで教員が共有

できる環境にする予定。





新時代を拓く学びの創造プロジェクト実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、本県におけるすべての高校生が、自らの可能性を最大限発揮し、進路目標を実

現できる学力を育成するため、高校生の学力の課題の把握、分析及び指導方法の研究等を実施する

「新時代を拓く学びの創造プロジェクト」（以下「プロジェクト」という。）について必要な事項

を定めるものとする。

２ プロジェクトは、鳥取県教育委員会が、学力向上に係る委員会及び部会を設置して実施するもの

とする。

（委員会）

第２条 高校生の学力向上に係る具体的な取組みを総合的に検討し、鳥取県教育委員会や学校の施策

に反映させるため、高等学校学力向上推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２ 委員は、学識経験を有する者、高等学校及び中学校の教育関係者並びに鳥取県教育委員会事務局

職員のうちから鳥取県教育委員会が委嘱する。

３ 委員長は、委員の互選により定める。

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。

（所掌事務）

第３条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(１) 高校生の学力向上策の検討及び提案

(２) 前号に掲げるほか、高校生の学力向上に必要な事項に関すること

２ 会議は、年３回開催する。

（部会）

第４条 委員会は、専門的見地からの調査・検討等を行うため、別表の左欄に掲げる部会を置く。

２ 各部会の目的、所掌業務及び委員構成等については、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

（報告等）

第５条 委員会及び各部会は、それぞれの会議の結果を教育長に報告するとともに、必要に応じて全

県に公表するものとする。

（秘密の保持）

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とす

る。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの実施に当たり必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成２３年６月２３日から施行する。

資料１



別 表

名 称 目的、所掌業務及び委員構成等

（１）目的

模試等の結果をもとに高校生の学力を分析・研究し、課題等を把握する。

（２）所掌業務

高校生学力 ①全国的なテストの実施

分析部会 ②模試等の分析方法の研究

③模試等の結果分析

④その他学力分析に必要な業務

（３）委員構成

統計学の有識者、進学関連企業、教育関係者及び鳥取県教育委員会事務局職員

（４）部会長

①部会長は、委員の互選により定める。

②部会長は、会務を総理する。

③部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指

名する委員がその職務を代理する。

（５）部会

部会は、年５回開催する。

（１）目的

高校生の学力の分析結果等を踏まえ、指導方法や教材の開発等を実施する。

（２）所掌業務

高校生学力 ①課題克服対策と授業改善

向上部会 ②基礎学力定着教材の作成

③専門高校等における取組みの支援

④その他学力向上に必要な業務

（３）委員構成

教育関係者及び鳥取県教育委員会事務局職員

（４）部会長

①部会長は、委員の互選により定める。

②部会長は、会務を総理する。

③部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指

名する委員がその職務を代理する。

（５）部会

部会は、年５回開催する。
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